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別表１ 

（厚生労働省） 

事 項 名 21年度減量・効率化の取組内容 

本省内部部局等におけるアウト

ソーシング等による効率化 

厚生労働省行政効率化推進計画を踏まえ、警備・清掃等の庁舎管理等施設・設備等の管理業務等については、技能・労

務職員の新規採用を行わず、順次、民間委託を行っている。引き続き、平成21年度以降においては、宿舎管理業務及び宿

舎整備工事の設計・工事監理業務について、外部委託の推進を図る。印刷・製本を外部業者に委託した刊行物等の梱包・

発送について、できる限りアウトソーシングにより実施するよう努める。これらにより、20年度に４人、21年度に４人合

理化することを含め、22年度末までに定員を８人以上合理化する。 

 

【地方厚生局】  

地方厚生局の庶務一般業務、健

康・福祉に係る業務等の実施体

制の見直し 

地方厚生局について、庶務一般業務や健康・福祉に係る業務等の実施体制の見直しによる合理化・効率化を行い、平成

18～20年度に39人、21年度に定員を13人合理化することを含め、22年度末までに52人以上合理化する。 

 

【都道府県労働局】  

ハローワーク関係及び労働保険

（労災）関係の業務見直し等 

（☆） 

① ハローワーク・労働保険（労災）関係17,178人（平成17年度末定員）について、次のとおり19～20年度に366人、21年

度に186人を合理化することを含め、22年度末までに定員を738人以上合理化する。 

－ 職業紹介関連業務については、市場化テストを含む民間委託により、19～ 20 年度に 208 人、21 年度に 150 人合理

化することを含め、22年度末までに 501 人合理化する（その他、18 年度においては、パートタイム求職者に対する相

談・紹介業務の非常勤化により定員を 35人合理化した。）。 

ア 定型的な相談・問い合わせへの対応・案内業務 19～20年度に 197人、21 年度に 150 人合理化することを含め、

22年度末までに 358 人合理化 

イ 市場化テストによる外部委託化 

（ア）人材銀行 19年度に7人合理化することを含め、22年度末までに21人合理化 

（イ）求人開拓 19～20年度に４人合理化することを含め、22年度末までに100人合理化 

ウ 大都市部における集団セミナー・演習   

22年度末までに22人合理化 

－ 労働保険の適用・徴収関連業務について、22年度までにシステムの見直し等を進めつつ、国民の権利義務に直接の

影響を与えない定型的な業務に係る外部委託化・非常勤化等を段階的に実施することにより、19～ 20年度に109人、

21年度に36人合理化することを含め、22年度までに171人合理化する。また、社会保険との共通滞納事業所に係る滞納

整理の一元的な実施により、19～20年度に19人合理化することを含め、22年度末までに31人合理化する。 

－ 雇用保険三事業について、助成金の審査・支給業務の在り方を見直し、情報システムの活用等による業務の効率化

を行うことにより、19～20年度に30人合理化することを含め、22年度末までに35人合理化する。 

② 以上のほか、次の合理化を行う。 

－ 職業紹介業務について、経済社会情勢の変化に応じて、民間参入の拡大や民間委託等を推進する。 

 － 職業紹介事業について、「公共サービス改革基本方針」に基づき、民間競争入札の対象とし、21年度を目途に入札
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事 項 名 21年度減量・効率化の取組内容 

を実施し、その実施に当たっては業務を効率化・合理化する。 

－ 行政改革推進法も踏まえ、雇用保険法の一部改正により、19年４月から、雇用保険三事業のうち雇用福祉事業の廃

止等を行い、これによる業務の効率化を実施したところである。 

－ 社会保険・労働保険の適用・徴収業務について、整合的な情報システムを構築しつつ徴収事務の一元化等の取組を

着実に進め、実施体制の効率化と利用者の利便性の向上を推進する。 

 

労働基準監督署・公共職業安定

所の再編 

労働基準監督署及び公共職業安定所については、経済社会情勢の変化等を踏まえ、業務量を勘案するほか、規制緩和等

による状況の変化等に対応して組織の在り方について必要な見直しを引き続き行い、これまでの取組に加え、平成18年度

から５年間で30労働局管内で統廃合を実施し、少なくとも50署所において整理合理化を行い、それに伴い定員を100人合理

化する。 

18～20年度は、34労働局管内84署所の整理合理化を行い、定員を144人合理化したところであり、21年度は、５労働局管

内６所の整理合理化を行い、定員を８人合理化する。引き続き、労働基準監督署及び公共職業安定所の再編について検討

を進める。 

 

労働安全衛生法に基づく免許管

理業務の集中化、情報の共有及

び外部情報収集の充実による監

督・安全衛生業務の合理化 

労働基準関係業務について、労働安全衛生法に基づく免許管理業務の集中化、情報の共有及び外部情報の収集の充実に

よる監督・安全衛生業務の合理化により、平成20年度に都道府県労働局及び労働基準監督署の定員を４人合理化した。 

 

その他業務実施体制の見直し

（☆） 

都道府県労働局等については、経理業務の見直し、ＩＴ化による業務の効率化等により、平成18～20年度に1,334人、21

年度に497人合理化することを含め、22年度末までに定員を1,883人以上合理化する。 

 

【検疫所】  

民間開放等検疫所の業務の効率

化・合理化（☆） 

「海外渡航者のための感染症情報（ＦＯＲＴＨ）」の運用管理の外部委託を始めとして、検疫所業務の民間委託を引き

続き推進するとともに、海事職員における定年退職者の不補充及び輸入食品監視システム（ＦＡＩＮＳ）の更改を行うこ

とに伴う中央情報管理部門の運用方法の変更等を行うことにより、平成18～20年度に55人、21年度に18人合理化すること

を含め、22年度末までに定員を73人以上合理化する（うち、海事職員については、平成18～20年度に６人、21年度に３人

合理化することを含め、21年度末までに９人合理化する。） 

 

【国立高度専門医療センター】  

国立高度専門医療センター関係

の業務見直し等 

① 国立高度専門医療センターについて、今後ともナショナルセンターとしての機能を的確に果たせるよう、必要な制度

的・財政的な措置を講じた上で自律的かつ効率的な事業運営を行うことにより、その機能の充実発展を図りつつ、非公

務員型独立行政法人とすることとし、平成22年度において定員を5,600人程度合理化する。 

② 以上のほか、次の合理化を行う。 

－ 技能・労務職員等が携わっている事務・事業の合理化・効率化により、19～20年度に114人、21年度に56人合理化す

る。 
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事 項 名 21年度減量・効率化の取組内容 

－ 各国立高度専門医療センターについては、22年４月から、それぞれ、独立行政法人国立がん研究センター、独立行

政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究

センター、独立行政法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立長寿医療研究センターとして、非公務員型独

立行政法人化する。 

   また、非公務員型独立行政法人化後においては、独立行政法人国立病院機構も含めた物品の共同入札を行うなど、

中期目標の下で業務運営の効率化を進める。 

 

【社会保険庁】  

社会保険庁関係の業務見直し等 

（☆） 

社会保険庁は、日本年金機構法（平成19年法律第109号）により、22年１月に予定されている非公務員型の日本年金機構

移行後においては、中期目標の下で業務運営の効率化を進める。なお、日本年金機構移行の際、国の管理部門の組織・定

員は必要最小限とする。 

また、日本年金機構移行までの間、以下のとおり合理化する。 

① 社会保険庁関係17,365人（17年度末定員）について、次のとおり、18～19年度に1,610人、20年度に全国健康保険協会

への移管を含め2,622人、21年度に488人合理化することを含め、日本年金機構への移行までに定員を4,720人合理化す

る。 

－ 「健康保険法等の一部を改正する法律」（平成18年法律第83号）を受けて、20年10月に、現在社会保険庁が実施し

ている政府管掌健康保険に係る業務は、全国健康保険協会に移管する。これにより、20年度において、定員を2,000人

合理化した。 

－ 定型業務の外部委託化に加え、18年度は35か所、19年度は95か所、20年度は185か所、21年度は312か所の社会保険

事務所において、国民年金保険料の滞納者に対する納付の勧奨及び請求、納付の受託等の業務について市場化テスト

を実施することにより、18～20年度に1,378人、21年度に488人合理化する。 

また、システムの刷新等による業務の効率化を進めるとともに、内部ガバナンスの強化等の必要な業務に要員をシフ

トすることにより、18～20年度に854人合理化した。 

これらにより、日本年金機構への移行までに 2,720 人合理化する。 

② 以上のほか、次の合理化を行う。 

－ 社会保険・労働保険の適用・徴収業務について、整合的な情報システムを構築しつつ徴収事務の一元化等の取組を

着実に進め、実施体制の効率化と利用者の利便性の向上を推進する。 

 

【中央労働委員会事務局】  

中央労働委員会地方事務所にお

けるＩＴ化等を含めた業務全般

の効率化・合理化 

労使関係者からの相談・照会対応業務の効率化を図るために、地方事務所に関する業務内容や利用方法等に関する情報

を、ＩＴを活用して提供する方法について検討しており、早急に結論を出すことにしている。 

 

労働基準関係手続のオンライン

利用促進による業務の効率化・

合理化 

労働基準関係手続については、平成17年度末に策定した「オンライン利用促進のための行動計画」に基づき、申請・届

出を受けて行われる受付・審査等の一連の事務処理過程・体制の見直しを行うことにより、業務の合理化を推進する。 
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事 項 名 21年度減量・効率化の取組内容 

労働保険関係手続のオンライン

利用促進による業務の効率化・

合理化（☆） 

労働保険関係手続については、平成20年度に新たに策定した「オンライン利用拡大行動計画」に基づき、オンライン利

用促進を図り、業務の効率化を推進することにより、21年度に定員を２人合理化する。 

引き続き、オンライン利用促進による業務の合理化をより一層推進する。 

 

社会保険関係手続のオンライン

利用促進による業務の効率化・

合理化 

社会保険関係手続については、平成 20年度に新たに策定した「オンライン利用拡大行動計画」に基づき、電子申請を利

用する者の利便性の向上を図る等、オンライン利用を促進することにより、業務の効率化・合理化をより一層推進する。 

 

業務・システムの最適化に基づ

く業務の効率化・合理化（☆） 

業務処理手順の簡素化、府省共通システムの導入、業務の集中化・一元化等により、内部管理業務を見直す。 

「統計調査等業務の業務・システム最適化計画」の府省別計画に基づき、平成18年度においては、雇用状況実態調査

（職業安定局）及び年金数理基礎調査（年金局）を廃止したところであるが、引き続き統計調査等業務の最適化を推進す

る。 

「厚生労働省ネットワーク（共通システム）の最適化計画」に基づき、中核ＬＡＮシステムの更改による障害発生時に

おける職員窓口の一元化・外注化等を実施する。 

「食品等輸入届出業務（輸出入及び港湾・空港手続関係業務）の業務・システム最適化計画」及び検疫業務（輸出入及

び港湾・空港手続関係業務）の業務・システム最適化計画）に基づき、輸入食品の安全性確保のための業務の効率化・合

理化、航空機の検疫業務に係る手続のシステム化とワンストップ化等を実施する。 

「監督・安全衛生等業務の業務・システム最適化計画」に基づき、免許管理業務の集中化、申告処理業務のシステム化

等を実施する。 

「労災保険給付業務の業務・システム最適化計画」に基づき、労災保険給付の支払業務処理の本省集中化等を実施す

る。 

「労働保険適用徴収業務の業務・システム最適化計画」に基づき、年度更新申告書のシステム入力処理の外部化等を実

施する。 

「社会保険業務の業務・システム最適化計画」に基づき、各種通知書の作成など手作業処理のシステム化等を実施す

る。 

「厚生労働行政総合情報システムの業務・システムの最適化計画」に基づき、データセンターによる一元的な運用・監

視等を実施する。 

「原爆死没者追悼平和祈念館運営業務の業務・システム最適化計画」に基づくシステムの共通化による運営コストの削

減及び業務処理時間の短縮を実施する。 

「雇用均等業務の業務・システム最適化計画」に基づき、情報システムの合理的な整備・運用等を推進する。 

「職業安定行政関係業務の業務・システム最適化計画」に基づき、職業安定行政関係業務におけるデータ連携の強化等

を実施する。 

「がん対策情報センター業務の業務・システム最適化計画」に基づき、多施設共同臨床試験支援業務の管理プロセスの

集中化やがん登録のシステム化等を実施する。 

これらの取組により、18～20年度に2,514人、21年度に785人合理化することを含め、22年度末までに定員を3,341人合理

化する見込みである。 
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以上のほか、府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システムについては、「ＩＴを活用した内部管理業務の

抜本的効率化に向けたアクションプラン」（20年５月決定）や、各最適化計画の進捗状況を踏まえつつ、各計画の担当府

省と調整を行い、府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システムの導入による業務の効率化・合理化を実施す

る。 

 

統計調査業務の民間開放の推進

による効率化・合理化 

社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査及び就労条件総合調査の実施業務について、「公共サービス改革

基本方針」に基づき民間競争入札を行い、平成20年度から民間委託を実施することにより、平成20年度において定員を３

人合理化した。 

 

特別会計改革による事務・事業

の効率化・合理化 

厚生保険特別会計と国民年金特別会計については、平成 19 年４月に年金特別会計として統合したところであり、引き

続き業務の効率化・合理化を図る。 

 船員保険特別会計において管理している事業について、22 年１月日本年金機構の設立に併せ、労災保険事業及び雇用保

険事業に相当する部分をそれぞれの制度に統合するとともに、それ以外の部分を全国健康保険協会に移管することによ

り、21 年度において、定員の合理化を含めた事務事業の効率化等を図る。 

 

研修・研究施設の組織・運営の

効率化・合理化 

国立試験研究機関においては、管理部門を中心とした合理化を引き続き推進し、平成19～20年度に40人、21年度に21人

合理化することを含め、22年度末までに定員を61人以上合理化する。 

社会保険大学校については、職員の資質向上のための研修機能の強化を図りつつ、組織・運営の効率化・合理化を図

り、22年１月に予定されている日本年金機構の設立に併せ、同機構に移行する。 

看護研修研究センターについては、厚生労働大臣が開催した「看護の質の向上と確保に関する検討会」で看護の具体的

課題の方向性が21年３月６日に取りまとめられ、速やかに「看護教員に関する検討会（仮称）」で具体的な内容を検討す

るため、この検討結果を踏まえ、定員の合理化・効率化及び組織の統廃合に関する具体的な実施年度を検討する。 

 

国立更生援護機関（障害関係施

設）の組織・運営の効率化・合

理化 

国立更生援護機関（国立光明寮、国立保養所、国立知的障害児施設、国立障害者リハビリテーションセンターの障害関

係４施設）については、事務部門等の見直しにより、平成21年度に定員を15人合理化するほか、その機能等の在り方に関

する検討結果（21年３月）を踏まえ、21年８月末までに、事務事業の効率化・合理化等の方針を策定する。 

 

統計業務の効率化・合理化 省庁再編に伴う統合メリットをいかした業務の集約化及び処理体制の見直し並びに民間委託（統計調査業務の民間開放

の推進による効率化・合理化を含む。）の推進による合理化・効率化を引き続き推進し、平成18～20年度に25人、21年度

に７人合理化することを含め、22年度末までに定員を32人以上合理化する。 

 

政策の棚卸しに伴う減量・効率

化（☆） 

事業の合理化の観点から、予算事業を中心に見直しを実施し、業務のより一層の効率化を図るとともに、定員を４人合

理化する。 

 

（注）事項名に（☆）がある事項における平成21年度の合理化数は、他の事項との重複がある。 


